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介護高齢課からのお知らせ

介護関係者 医療関係者

ご本人についてわかることを
ご本人やご家族が書き込みます

介護的な内容について
書き込みます

医療的な内容について
書き込みます

問合先　市役所介護高齢課高齢福祉担当（M23-5185）

医療と介護の情報共有ツール「釧路市つながり手帳」を
ご利用ください

問合先　市役所介護高齢課高齢福祉担当（M23-5185）

認知症初期集中支援チームへお気軽にご相談ください！

対象　40歳以上の釧路市民で、
　　　①医療と介護の両方を必要とする方
　　　②慢性疾患で在宅療養中の方（現在介護保険を利用
　　　　していない場合も含む）

《市民の皆さんへ》
・つながり手帳をご希望の方は、通院中の医療機関また
　は担当ケアマネージャーへご相談ください。
・市役所窓口での配布は行っていません。また、ご本人
　の健康記録のための手帳ではありませんので、ご了承
　ください。

　つながり手帳は、病気の状況やお体の状態、介護サービスの利用内容などを記入しているものです。

　病院や介護サービス事業所など、関わる方に提示することで、現在の状態を的確に伝えることができます。手帳には、診察券、

各種保険証、お薬手帳、関係者の名刺を入れるポケットなども付属されています。

（例）
・認知症の診断を受けたいが、受診を拒否している。
　・医療や介護のサービスを利用したいが結びつかない。
 ・認知症による拒否などの症状が強く、対応に困っている。

市内各地域包括支援センターの認知症
地域支援推進員にご相談ください。 

　認知症初期集中支援チームとは、認知症専門医と、医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、認知症の「早期発見・早期対
応」を目指して活動する認知症専門チームです。
　認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、市内にお住まいの認知症の症状がある人や認知症の疑い
がある人のご自宅へ訪問し、お話をお伺いします。必要に応じて、医療・介護サービスに関する情報提供や助言を行います。

●お住まいの地域の地域包括支援センターへお問い合わせください

施設名

西部地域包括支援センター

中部北地域包括支援センター

中部南地域包括支援センター

東部北地域包括支援センター

東部南地域包括支援センター

阿寒地域包括支援センター

音別地域包括支援センター

住所

昭和190-4462（老健くしろ内）

文苑4-65-2（ふみぞの東陽ビルⅠ１階）

堀川町８-43

鶴ケ岱１-10-46

春採4-10-15（望洋ふれあい交流センター内）

阿寒町中央1-4-1（阿寒町行政センター内）

音別町中園2-119-1（音別町福祉保健センターほほえみ内）

電話番号

01547-9-5252

担当地域

鳥取、大楽毛地区（昭和、鶴野など）

愛国地区（美原、芦野、文苑などを含む）

鉄北、橋北地区

橋南地区、春採5丁目、7丁目、8丁目の一部

春採地区（興津、桜ケ岡、益浦などを含む）

阿寒町全域

音別町全域

55-2666

36-1233

24-1102

42-0600

42-8222

66-1234

対象は、40歳以上の釧路市民で、自宅で生活しており、認知症の疑いや症状などでお困りの方です。

※その他、関係者が手帳の交付を適当と判断した場合なども対象です。


